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広告

平
成
27
年 

成
人
式
に
つ
い
て

と　

き　

平
成
27
年
１
月
11
日
㈰

　

午
前
10
時
～

と
こ
ろ　

市
民
会
館
大
ホ
ー
ル

※
該
当
者
は
、
平
成
６
年
４
月
２

　

日
か
ら
平
成
７
年
４
月
１
日
ま

　

で
に
生
ま
れ
た
方
で
す
。

※
成
人
者
の
名
前
は
、
市
の
広
報

　

に
は
掲
載
し
ま
せ
ん
。
ご
了
承

　

願
い
ま
す
。

　

現
在
、
市
内
に
住
民
票
が
な
い

方
で
、
当
市
の
成
人
式
に
出
席
を

希
望
さ
れ
る
方
は
、
12
月
２
日
㈫

ま
で
に
左
記
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
・
連
絡
先

　

生
涯
学
習
課
（
内
線
２
５
５
）

農
業
従
事
者
の
皆
さ
ん
へ

～
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿

　
　
　
　

登
載
申
請
に
つ
い
て
～

　

市
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
農

業
者
の
申
請
に
基
づ
き
毎
年
１
月

１
日
現
在
で
農
業
委
員
会
委
員
選

挙
人
名
簿
を
調
製
し
て
い
ま
す
。

　

選
挙
人
名
簿
登
載
申
請
書
は
、

12
月
初
旬
か
ら
生
産
組
合
長
を
通

じ
て
配
付
を
お
願
い
し
て
い
ま

す
。
必
要
事
項
を
記
入
・
押
印
の

上
、
生
産
組
合
長
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

選
挙
人
名
簿
に
登
録
で
き
る
方

　

平
成
27
年
１
月
１
日
現
在
で
市

　

内
に
住
所
が
あ
り
、
平
成
７
年

　

４
月
１
日
以
前
に
出
生
し
た
人

　

の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

　

当
す
る
場
合
。

①
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
に
つ
き

　

耕
作
の
業
務
を
営
む
人

②
①
の
人
の
同
居
の
親
族
ま
た
は

　

配
偶
者
で
、
年
間
お
お
む
ね
60

　

日
以
上
耕
作
に
従
事
す
る
人

③
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
に
つ
き

　

耕
作
の
業
務
を
営
む
農
業
生
産

　

法
人
の
組
合
員
ま
た
は
株
主
で
、

　

年
間
お
お
む
ね
60
日
以
上
耕
作

　

に
従
事
す
る
人

▼
問
合
せ
先

　

選
挙
管
理
委
員
会

　
（
内
線
２
１
５
・
２
１
６
）

12
月
は
滞
納
整
理
強
化
月
間
で
す

　

市
税
な
ど
の
滞
納
を
早
期
に
解

消
す
る
た
め
、
未
納
の
方
の
お
宅

を
訪
問
し
徴
収
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
中
で
、
12
月
を
滞
納
整
理

強
化
月
間
と
し
て
、
徴
収
業
務
を

強
化
し
ま
す
。

　

な
お
、
未
納
の
税
な
ど
を
一
括

し
て
納
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
納

付
方
法
に
つ
い
て
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
留
守
の
お
宅
に
は
、

訪
問
票
を
郵
便
ポ
ス
ト
な
ど
に
投

函
し
ま
す
の
で
、
内
容
を
ご
確
認

の
上
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

　

税
務
課（
内
線
２
３
１・２
３
２
）

取
り
壊
し
た
建
物
は

　
　
　
　
　

あ
り
ま
せ
ん
か
？

　

平
成
26
年
中
に
建
物
を
取
り
壊

さ
れ
た
方
は
、
税
務
課
へ
取
り
壊

し
の
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
届
出
を
さ
れ
な
い
場
合

は
、
来
年
度
も
固
定
資
産
税
が
課

税
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
忘
れ
ず
に
手
続
き
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

な
お
、
届
出
に
基
づ
い
て
、
現

地
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

の
で
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

連
絡
い
た
だ
く
内
容

・
納
税
者
の
住
所
、
氏
名

・
建
物
の
所
在
地

・
建
物
の
内
容
（
用
途
、
構
造
、

　

面
積
、
取
り
壊
し
月
日
な
ど
）

▼
問
合
せ
・
連
絡
先

　

税
務
課
（
内
線
２
３
６
）

事
業
者
の
方
は
２
月
２
日
㈪

ま
で
に
償
却
資
産
の
申
告
を
！

　

償
却
資
産
は
固
定
資
産
税
の
課

税
対
象
で
す
。

　

事
業
者
の
方
は
、
毎
年
１
月
１

日
現
在
に
お
け
る
事
業
用
の
構
築

物
・
機
械
な
ど
の
償
却
資
産
に
つ

い
て
、
そ
の
償
却
資
産
の
所
在
地

の
市
町
村
長
に
申
告
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

工
場
や
商
店
な
ど
を
経
営
し
て

い
る
方
、
駐
車
場
・
ア
パ
ー
ト
な

ど
を
貸
し
て
い
る
方
、
農
業
を
営

ん
で
い
る
方
な
ど
、
す
べ
て
の
事

業
者
が
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、

償
却
資
産
を
平
成
27
年
２
月
２
日
㈪

ま
で
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

平
成
26
年
中
に
新
規
に
事
業
を

始
め
ら
れ
た
方
な
ど
申
告
書
と
申

告
の
手
引
き
が
必
要
な
方
は
、
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。ま
た
、市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ（
エ
ル
タ
ッ

ク
ス
）
を
利
用
し
た
電
子
申
告
を

行
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

▼
問
合
せ
・
提
出
先

　

税
務
課
（
内
線
２
３
６
）

水
道
水
の
融
雪
利
用
に
つ
い
て

　

下
水
道
を
使
用
中
の
方
が
融
雪

の
た
め
に
水
道
水
を
使
用
す
る

と
、
水
道
料
金
だ
け
で
な
く
下
水

道
使
用
料
も
か
か
り
ま
す
。

　

使
い
過
ぎ
と
な
ら
な
い
よ
う
ご

注
意
下
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

　

上
下
水
道
課
（
内
線
４
４
２
）

水
道
管
に
も
冬
支
度
を

　

こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
寒
さ
が
厳

し
く
な
る
と
、
水
道
管
が
凍
っ
た

り
破
裂
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

水
道
管
が
次
の
よ
う
な
と
こ
ろ

に
あ
る
場
合
は
、
水
道
管
の
防
寒

を
し
ま
し
ょ
う
。

・
風
当
た
り
の
強
い
戸
外
に
あ
る

・
北
向
き
で
日
陰
に
あ
る

・
地
上
に
露
出
し
て
い
る

※
普
段
使
用
し
て
い
な
い
空
き
家

　

な
ど
を
所
有
し
て
い
る
方
は
、

　
止
水
栓
を
閉
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

水
道
管
の
防
寒
方
法

　

水
道
管
が
露
出
し
て
い
る
よ
う

　

な
と
こ
ろ
は
、
発
泡
ス
チ
ロ
ー

　

ル
な
ど
の
保
温
材
を
巻
き
、
さ

　

ら
に
ビ
ニ
ー
ル
テ
ー
プ
を
巻
い

　

て
水
が
入
ら
な
い
よ
う
に
し
て

　

防
寒
を
し
ま
し
ょ
う
。

水
道
管
が
凍
っ
て
水
が
出
な
く

な
っ
た
と
き

　

凍
っ
た
部
分
に
タ
オ
ル
な
ど
を

　

か
け
、
上
か
ら
ぬ
る
ま
湯
を　

　

ゆ
っ
く
り
か
け
て
く
だ
さ
い
。

　

急
に
熱
い
湯
を
か
け
る
と
、
水

　

道
管
や
蛇
口
に
ひ
び
が
入
る
場

　

合
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
し
て

　

く
だ
さ
い
。

水
道
管
が
破
裂
し
た
と
き

　

水
道
管
が
破
裂
し
た
と
き
は
、

　

止
水
栓
を
閉
め
て
水
を
止
め
、

　

市
指
定
業
者
に
修
理
を
依
頼
し

　

て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
破
裂
事
故
に
備
え
て
、

　

止
水
栓
の
位
置
を
確
か
め
て
お

　

き
ま
し
ょ
う
。

※
ほ
と
ん
ど
の
お
宅
の
止
水
栓
は

　

水
道
メ
ー
タ
ー
と
同
じ
場
所
に

　

あ
り
ま
す
。

メ
ー
タ
ー
点
検
で
漏
水
の
確
認
を

　

冬
は
雪
の
た
め
に
、
目
に
つ
か

　

な
い
場
所
で
水
道
管
が
破
裂
し
、

　

水
が
漏
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り

　

ま
す
。
漏
水
を
確
か
め
る
方
法

　

と
し
て
、
家
中
の
蛇
口
を
締
め

　

て
メ
ー
タ
ー
を
見
て
く
だ
さ
い
。

　

メ
ー
タ
ー
が
ま
わ
っ
て
い
た
ら

　

漏
水
で
す
。
宅
内
、
メ
ー
タ
ー

　
器
周
辺
の
漏
水
に
か
か
る
費
用

　
や
漏
水
し
た
分
の
水
道
料
金
は

　
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。
漏
水

　
に
は
十
分
注
意
し
、早
期
発
見
、

　
早
期
修
理
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

▼
問
合
せ
先

　

上
下
水
道
課
（
内
線
４
５
２
）

給
油
中
の
油
漏
れ
に
注
意
!!

　

寒
い
季
節
に
入
り
、
暖
房
の
た

め
灯
油
な
ど
を
使
用
す
る
機
会
が

多
く
な
り
ま
す
が
、
誤
っ
て
灯
油

な
ど
が
川
や
海
に
流
れ
込
む
と
魚

な
ど
の
生
き
物
が
死
滅
し
た
り
環

境
に
大
変
な
悪
影
響
を
与
え
ま
す
。

　

家
庭
用
灯
油
タ
ン
ク
か
ら
給
油

を
す
る
場
合
は
絶
対
に
そ
の
場
を

離
れ
な
い
よ
う
に
し
、
給
油
後
は

元
栓
を
し
っ
か
り
締
め
て
く
だ
さ

い
。

▼
問
合
せ
先

　

生
活
環
境
課
（
内
線
３
３
１
）

１
月
18
日
は

　
「
１
１
８
番
」
の
日
で
す

　

１
１
８
番
は
、
海
上
保
安
庁
の

緊
急
通
報
用
電
話
番
号
で
す
。

　

海
上
に
お
け
る
事
件
・
事
故
な

ど
次
の
よ
う
な
場
合
に
通
報
し
て

く
だ
さ
い
。

●
海
難
や
人
身
事
故
に
遭
遇
し
た
、

　

ま
た
は
目
撃
し
た
。

●
油
の
排
出
な
ど
を
発
見
し
た
。

●
見
慣
れ
な
い
船
、
不
審
な
船
を

　

発
見
し
た
。

●
密
航･

密
輸
事
犯
な
ど
の
情
報

　

を
得
た
。

※
「
い
つ
」、「
ど
こ
で
」、「
何
が

　

あ
っ
た
」
な
ど
を
簡
潔
に
落
ち

　

着
い
て
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

　

第
九
管
区
海
上
保
安
本
部

　

総
務
課 

広
報
・
地
域
連
携
室

 

☎
０
２
５
‐
２
８
５
‐
０
１
１
８

　

http://w
w

w.kaiho.m
lit.go.jp

　

/09kanku/　

　月市議会定例会 会議日程（予定）
（ところ　市役所３階議場）

　  ５日㈮   10:00 ～　本会議　会期の決定（＊）、決算特別委員長報告（＊）、
　　　　　　　　　　　　　　提案理由説明（＊）、補足説明
　　  本会議終了後～　議会運営委員会
　  ６日㈯  ～  ７日㈰　休　会
　  ８日㈪  ～ 10 日㈬　議案調査日
　11 日㈭   10:00 ～　本会議　代表質問（＊）、質疑・一般質問（＊）
　12 日㈮     9:00 ～　議会運営委員会
　　　　     10:00 ～　本会議　質疑・一般質問（＊）、
　　　　　　　　　　　　　　　議案の委員会付託（＊）
　13 日㈯  ～ 14 日㈰　休　会
　15 日㈪    10:00 ～　総務文教委員会
　16 日㈫    10:00 ～　民生環境委員会
　17 日㈬    10:00 ～　産業建設委員会
　18 日㈭     　　　　　議案調査日
　19 日㈮      9:00 ～　議会運営委員会
　　　　        9:30 ～　全員協議会
　　　　      11:00 ～　本会議　委員長報告（＊）、質疑（＊）、討論（＊）、
　　　　　　　　　　　　　　　採決（＊）

12

（＊）が付いているものは、ケーブルテレビ（Ｎｅｔ３）デジタル 121ch
およびアナログ８ch で放送します。また、12 月 21 日㈰の 20 時から約 2
時間ずつ７日間に分けて、再放送を予定しています。

市
で
は
、
不
法
投
棄
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
不
法
投
棄
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
違
反
す
る
と
５
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
１
０
０
０
万
円

以
下
（
法
人
の
場
合
は
３
億
円
以
下
）
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
ま
す
。
廃
棄
物
は
適
切
に
処
分
し
ま
し
ょ
う
！
（
生
活
環
境
課
・
滑
川
市
環
境
保
健
衛
生
協
議
会
）


